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１ 港区国民健康保険における保険料率等の推移 

区 分 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 

基
礎
分
（
医
療
分
） 

賦課総額 6,346 百万円 6,530 百万円 6,532 百万円 6,636 百万円 6,371 百万円 

賦課割合（所得

割:均等割） 
66：34 66：34 66：34 66：34 66：34 

保険 

料率 

所得割 
7.14％ 

（△0.11 %） 

7.25％ 7.32％ 7.47％ 6.86％ 

均等割 39,900 円 39,900 円 39,000 円 38,400 円 35,400 円 

賦課限度額 
63 万円 

（＋2 万円） 

61 万円 58 万円 54 万円 54 万円 

後
期
高
齢
者
支
援
金
分 

賦課総額 2,008 百万円 2,020 百万円 2,030 百万円 1,937 百万円 1,986 百万円 

賦課割合（所得

割:均等割） 
65：35 66：34 66：34 66：34 67：33 

保険 

料率 

所得割 
2.29％ 

（+0.05%） 

2.24％ 2.22％ 1.96％ 2.02％ 

均等割 
12,900 円 

（＋600 円） 

12,300 円 12,000 円 11,100 円 10,800 円 

賦課限度額 19 万円 19 万円 19 万円 19 万円 19 万円 

介
護
納
付
金
分 

賦課総額 839 百万円 798 百万円 795 百万円 793 百万円 801 百万円 

賦課割合（所得

割:均等割） 
59：41 55：45 54：46 53：47 55：45 

保険 

料率 

所得割 
1.46％ 

（＋0.22%） 

1.24％ 1.18％ 1.09％ 1.10％ 

均等割 15,600 円 15,600 円 15,600 円 15,600 円 14,700 円 

賦課限度額 
17 万円 

（＋1 万円） 

16 万円 16 万円 16 万円 16 万円 

２ 政令改正に伴う見直し 

（１）賦課限度額の変更 

   基礎分（医療分）の賦課限度額を 61万円から 63万円に、介護納付金分の賦課限度額を 16 万円から 17 万

円に変更します。これにより、中間所得層の所得割の負担が軽減されます。 

（２）均等割軽減判定所得（５割軽減、２割軽減）の見直し 

減額割合 令和２年度 令和元年度 変更内容等 

５割軽減 33 万円＋（被保険者数×28.5 万円） 33 万円＋（被保険者数×28 万円） 5,000 円増 

２割軽減 33 万円＋（被保険者数×52 万円） 33 万円＋（被保険者数×51 万円） 1 万円増 

（参考）７割軽減 33 万円 33 万円 変更なし 

※ 世帯主と加入者全員の前年中総所得の合計が、上記基準以下の場合に減額対象となります。 

 
 

３ 賦課総額 

 （１）基礎分（医療分） 

   

   

  

合計額から、特定財源(特別交付金や法定内繰入金)等を減算した額が賦課総額となります。 

令和２年度は、特別区独自の激変緩和措置として、納付金のうち、96％を賦課総額に算入し、 

４％分については、一般会計からの法定外繰入金を充当します。 

※ 平成 30 年度の制度改革に伴い、東京都が医療給付費などの翌年度の見込みを立て、区市町村ごとの納

付金を課すこととなりました。区市町村は、納付金を納めるため、保険料率を決定し、保険料を賦課、徴

収します。 

（２） 後期高齢者支援金分・介護納付金分 

後期高齢者支援金分・介護納付金分 

 納付金 

   納付金から、特定財源(特別交付金や法定内繰入金)等を減算した額が賦課総額となります。 

  令和２年度は、特別区独自の激変緩和措置として、納付金のうち、96％を賦課総額に算入し、 

４％分については、一般会計からの法定外繰入金を充当します。 

 

４ 賦課割合 

特別区基準保険料率により、港区の所得割分・均等割分の保険料収入を算出した賦課割合（賦課総額に 

おける所得割と均等割の割合）は、次のとおりです。 

 

賦課総額 

 

基礎分(医療分) 

約 63.46 億円 

 

後期高齢者 

支援金分 

 約 20.08 億円 

 

介護納付金分 

 約 8.39 億円 

 

所得割 

【被保険者の旧ただし書き所得額×所得割率】 

（基礎分      7.14％ 保険料収入 約 41.99 億円） 

 

（後期高齢者支援金分  2.29％ 保険料収入 約 13.14 億円） 

 

（介護納付金分  1.46％ 保険料収入 約 4.92 億円） 

 

⇨
 

 

 

 

 

⇨

 

賦課割合 

所得割分保険料収入 

÷ 賦課総額 

基 礎 分     ６６％ 

後期高齢者支援金分 ６５％ 

介 護 納 付 金 分  ５９％ 

  

 
均等割 

【均等割額×被保険者数】 

（基礎分      39,900 円 保険料収入 約 21.47 億円） 

 

（後期高齢者支援金分 12,900 円 保険料収入 約 6.94 億円） 

 

（介護納付金分 15,600 円 保険料収入 約 3.47 億円） 

 

 

賦課割合 

均等割分保険料収入 

÷ 賦課総額 

基 礎 分     ３４％ 

後期高齢者支援金分 ３５％ 

介 護 納 付 金 分 ４１％ 

 

医療給付費分 

納付金 

＋ 出産育児一時金 

の 1/３ 

＋ 葬祭費 ＋ 特定健康診査・ 

特定保健指導費 

＋  保健事業費 

・その他 

港区国民健康保険の保険料率等について 参考資料２ 



 

令和２年度 「特別区国民健康保険基準保険料率」及び「港区国民健康保険料率」の算定について  

 「令和２年度 特別区国民健康保険基準保険料率」については、令和２年２月の特別区長会において最終案が報告され、了承されました。これを踏まえ、「令和２年度 港区国民健康保険料率」を算定しました。 

 

 

 
〈令和２年度 港区の国民健康保険料算定の比較について〉(介護納付金分の所得割率は、港区が設定。) 
 

（参考） 

東京都標準保険料率 

(都道府県標準保険料率) 

東京都が算定した 

港区の標準保険料率 

(区市町村標準保険料率) 

令和２年度 

特別区基準保険料率 

賦課総額の 96％ 

（激変緩和） 

令和元年度 

（平成 31 年度） 

港区保険料率 

基礎分 

（医療分） 

所得割率 7.43％ 7.10％ 7.14％ 7.25％ 

均等割額 43,336 円 41,465 円 39,900 円 39,900 円 

後期高齢者 

支援金分 

所得割率 2.50％ 2.24％ 2.29％ 2.24％ 

均等割額 14,309 円 12,860 円 12,900 円 12,300 円 

介  護 

納付金分 

所得割率 2.26％ 2.12％ 1.46％ 1.24％ 

均等割額 16,636 円 15,586 円 15,600 円 15,600 円 

所得割率 
合  計 

40～64 歳 12.19％ 11.46％ 10.89％ 10.73％ 

上記以外 9.93％ 9.34％ 9.43％ 9.49％ 

均等割額 
合  計 

40～64 歳 74,281 円 69,911 円 68,400 円 67,800 円 

上記以外 57,645 円 54,325 円 52,800 円 52,200 円 

 

参考 〈特別区の基準保険料率等の推移について〉 

基礎分、後期高齢者支援金分 令和２年度 令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 

賦課割合（所得割：均等割） 58：42 58：42 58：42 58：42 58：42 

保険料率等 所得割率 9.43％ 9.49％ 9.54％ 9.43％ 8.88％ 

基礎分 支援金分  (％) 7.14 2.29 7.25 2.24 7.32 2.22 7.47 1.96 6.86 2.02 

保険料率等 均等割額 52,800 円 52,200 円 51,000 円 49,500 円 46,200 円 

基礎分 支援金分  (円) 39,900 12,900 39,900 12,300 39,000 12,000 38,400 11,100 35,400 10,800 

賦課限度額 820,000 円 800,000 円 770,000 円 730,000 円 730,000 円 

基礎分 支援金分  (円) 630,000 190,000 610,000 190,000 580,000 190,000 540,000 190,000 540,000 190,000 

１人当たりの保険料 126,202 円 125,174 円 121,988 円 118,441 円 111,189 円 

基礎分 支援金分  (円) 95,473 30,729 95,640 29,534 93,287 28,701 92,289 26,152 85,164 26,025 

前年度との金額比較 1,028 円 3,186 円 3,547 円 7,252 円 4,644 円 

前年度との率比較 +0.82％ +2.61％ +2.99％ +6.52％ +4.36％ 

 

介護納付金分 令和２年度 令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 

賦課割合（所得割：均等割） 57：43 54：46 53：47 50：50 50：50 

保険料率等 均等割額 15,600 円 15,600 円 15,600 円 15,600 円 14,700 円 

賦課限度額 170,000 円 160,000 円 160,000 円 160,000 円 160,000 円 

１人当たりの保険料 35,950 円 33,550 円 32,885 円 30,986 円 29,487 円 

前年度との金額比較 2,400 円 665 円 1,899 円 1,499 円 110 円 

前年度との率比較 +7.15％ +2.02％ +6.13％ +5.08％ +0.37％ 

 

〈令和２年度 港区保険料率について〉 
（１）基礎分（医療分）・後期高齢者支援金分 
 ・賦課割合  基礎分（医療分）６６：３４ 【前年度と同割合】・後期支援金分６５：３５ 【前年度 ６６：３４】 
 ・所得割率  特別区基準保険料率と同様 
 ・均等割額  特別区基準保険料率と同様 
 ・賦課限度額 特別区基準保険料率と同様 

・１人当たり保険料 155,323 円【前年度比 1,825 円(1.18％増)】 
（２）介護納付金分 
 ・賦課割合  ５９：４１ 【前年度 ５５：４５】 
 ・所得割率  １．４６％ 【前年度比 0.22％増】 (所得割率は、各区で設定。) 

・均等割額  特別区基準保険料率と同様 
 ・賦課限度額 特別区基準保険料率と同様 

・１人当たり保険料  37,698 円 【前年度比 2,662 円(7.59％増)】 

〈令和２年度 特別区基準保険料率について〉  
（１）基礎分（医療分）・後期高齢者支援金分 
 ・賦課割合   ５８：４２ 【前年度と同割合】 
 ・所得割率   ９.４３％ 【前年度比△0.06％減 内訳:基礎分 7.14％(△0.11％減)、後期支援金分 2.29％(0.05％増)】 
 ・均等割額   52,800 円 【前年度比 600 円増 内訳:基礎分 39,900 円(同額)、後期支援金分 12,900 円(600 円増)】  
 ・賦課限度額  820,000 円 【前年度比 2 万円増 内訳:基礎分 63 万円(2 万円増)、後期支援金分 19 万円(同額)】 

・１人当たり保険料 126,202 円 【前年度比 1,028 円増(0.82％増)】 
（２）介護納付金分 

・賦課割合   ５７：４３【前年度 ５４：４６】 
・均等割額   15,600 円 【前年度と同額】 所得割率は各区で設定。 
・賦課限度額 170,000 円 【前年度比 1 万円増】 
・１人当たり保険料  35,950 円  【前年度比 2,400 円(7.15％増)】 

〈特別区の対応方針について〉 
 将来的な方向性（都内保険料水準の統一、医療費の適正化、収納率の向上、法定外繰入の解消又は縮減）に沿って段階的

に移行すべく２３区統一で対応する。ただし、この水準を参考に各区独自に対応することも可とする。（平成 29 年 11 月
14 日区長会総会） 

〈令和２年度の特別区基準保険料率算定における基本的な考え方について〉 
(1) 法定外繰入の解消又は縮減・特別区の激変緩和措置 

賦課総額の考え方として、制度上保険料の対象となる経費（滞納繰越分の収納見込を除く）を賦課総額の対象と 
したうえで、平成 30 年度は、そのうち納付金分を 94％として算定し、以後、６年間の激変緩和措置期間を目途 
に、この割合を原則年１％ずつ引き上げ、法定外繰入を段階的に解消する旨を平成 29 年度区長会において定めて 
います。３年度目となる令和２年度は、納付金分の 96％を賦課総額とするとともに、引き続き、医療費の適正化、 
収納率の向上、法定外繰入の解消又は縮減に向けて取組んでいきます。 
■港区の法定外繰入と赤字削減・解消計画 

港区の法定外繰入金、激変緩和のための措置額は、合計で約 12 億 1,700 万円となります。(内訳：国の支援 約
7 億 4,500 万円、港区の法定外繰入金 約 4 億 7,200 万円） 
『国保財政健全化計画』（平成 30 年 1 月 29 日保国発 0129 第 2 号厚生労働省国民健康保険課長通知に基づく。） 

①基本方針 予算推計ベースの令和元年度の赤字額：4 億 7,053 万円、解消の目標年次：令和７年度、赤字削減・ 
解消手段の主要事項…保険料率の改定（激変緩和措置の段階的縮小など）、収納率の向上対策 
②年度別の削減予定額  
令和２年度 7,888 万 5 千円、３年度 8,037 万円、４年度 8,086 万 5 千円、５年度 8,100 万円、６年度 8,100 万円 

(2) 賦課割合 
 各都道府県の所得水準を反映した賦課割合を原則とすることとなっています。特別区における令和２年度の賦課

割合は５８：４２となるため、基礎分・後期高齢者支援金分については、原則どおり所得割５８：均等割４２（令
和元年度と同割合）とします。ただし、介護納付金分については、段階的に５８：４２に移行することとし、令
和２年度は、均等割額を据え置く割合である５７：４３とします。 

参考資料３ 



その１

A B A-B Ｃ＝（A‐B）/B

126,202 円 125,174 円 1,028 円 0.82%

7割軽減世帯 基礎・ 世帯当たり 円 世帯当たり 円 円
100万円 支援金分 15,840 15,660 180 1.15%

7割軽減世帯

153万円 15,840 15,660 180 1.15%

2割軽減世帯

200万円 86,561 86,363 198 0.23%

300万円 191,421 191,703 -282 -0.15%

400万円 269,218 269,995 -777 -0.29%

500万円 348,430 349,711 -1,281 -0.37%

600万円 428,585 430,376 -1,791 -0.42%

700万円 508,740 511,041 -2,301 -0.45%

800万円 591,724 594,553 -2,829 -0.48%

900万円 681,309 684,708 -3,399 -0.50%

※ 上表は、基礎・支援金分のみを記載している。

参考資料４

令和２年度港区国民健康保険における収入階層別保険料の比較　　　

【　年金収入　１人世帯の場合　】
〔介護分無〕

※　下表は、モデル的に計算したものである。基礎・支援金分は、基礎分（均等割額39,900円・所得割率
7.14％） + 後期高齢者支援金分（均等割額12,900円 ・所得割率2.29％）で試算

一人当たり保険料

令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

 1



その２　　　　
令和２年度港区国民健康保険における収入階層別保険料の比較　　　

A B A-B Ｃ＝（A‐B）/B

126,202 円 125,174 円 1,028 円 0.82%

7割軽減世帯 基礎・ 世帯当たり 円 世帯当たり 円 円
100万円 支援金分 31,680 31,320 360 1.15%

7割軽減世帯

153万円 31,680 31,320 360 1.15%

5割軽減世帯

200万円 97,121 96,803 318 0.33%

300万円 244,221 243,903 318 0.13%

400万円 322,018 322,195 -177 -0.05%

500万円 401,230 401,911 -681 -0.17%

600万円 481,385 482,576 -1,191 -0.25%

700万円 561,540 563,241 -1,701 -0.30%

800万円 644,524 646,753 -2,229 -0.34%

900万円 734,109 736,908 -2,799 -0.38%

#REF!

#REF!

参考資料４

【　年金収入　２人世帯の場合　】
〔世帯主（65歳、介護分無）＋配偶者（65歳・収入無、介護分無）〕

一人当たり保険料

令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

 2



その３
令和２年度港区国民健康保険における収入階層別保険料の比較　　　

A B A-B Ｃ＝（A‐B）/B

126,202 円 125,174 円 1,028 円 0.82%

7割軽減世帯 基礎・ 世帯当たり 円 世帯当たり 円 円
98万円 支援金分 47,520 46,980 540 1.15%

介護分 9,360 9,360 0 0.00%
合計 56,880 56,340 540 0.96%

5割軽減世帯

100万円 81,086 80,198 888 1.11%
15,892 15,848 44 0.28%
96,978 96,046 932 0.97%

2割軽減世帯

200万円 210,647 209,741 906 0.43%
37,954 35,996 1,958 5.44%

248,601 245,737 2,864 1.17%
300万円 308,337 307,491 846 0.28%

54,414 50,916 3,498 6.87%
362,751 358,407 4,344 1.21%

400万円 378,119 377,717 402 0.11%
65,218 60,092 5,126 8.53%

443,337 437,809 5,528 1.26%
500万円 453,559 453,637 -78 -0.02%

76,898 70,012 6,886 9.84%
530,457 523,649 6,808 1.30%

600万円 528,999 529,557 -558 -0.11%
88,578 79,932 8,646 10.82%

617,577 609,489 8,088 1.33%
700万円 608,211 609,273 -1,062 -0.17%

100,842 90,348 10,494 11.62%
709,053 699,621 9,432 1.35%

800万円 693,081 694,683 -1,602 -0.23%
113,982 101,508 12,474 12.29%
807,063 796,191 10,872 1.37%

900万円 777,951 780,093 -2,142 -0.27%
127,122 112,668 14,454 12.83%
905,073 892,761 12,312 1.38%

#REF!

※ 下表は、モデル的に計算したものである。基礎・支援金分は、基礎分（均等割額39,900円・所得割率
   7.14％）+ 後期高齢者支援金分（均等割額12,900円 ・所得割率2.29％）、介護分は（均等割額
   15,600円・所得割率1.46％で試算）

参考資料４

一人当たり保険料
(基礎・支援金分）

【　給与収入　３人世帯の場合　】
〔世帯主（40歳、介護分有）＋配偶者（40歳、収入無、介護分有）＋子（10歳、収入
無）〕

令和２年度 令和元年度 増減額 増減率
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0 23,694 19,281 16,311 1,939 706 256 55 11 2 1 0 0

～100万 9,132 6,879 5,276 1,155 301 110 24 10 2 0 1 0

～200万 6,975 5,113 3,809 916 252 110 22 2 1 0 1 0

～300万 4,316 2,959 2,040 621 187 84 26 0 1 0 0 0

～400万 2,359 1,530 968 376 124 44 17 1 0 0 0 0

～500万 1,601 1,006 619 242 99 37 5 3 0 0 0 1

～600万 1,124 682 398 179 71 23 5 5 0 1 0 0

～700万 937 557 319 139 66 27 4 0 2 0 0 0

～800万 718 403 214 109 49 25 2 3 0 0 0 1

～900万 518 301 158 88 39 14 1 1 0 0 0 0

900万超 4,409 2,222 993 622 349 188 52 14 3 1 0 0

合　計 55,783 40,933 31,105 6,386 2,243 918 213 50 11 3 2 2

参考資料５

被保険者
数

５人世帯世帯数 １人世帯 ４人世帯２人世帯 ３人世帯

※数値は、平成31年４月１日時点で、港区国民健康保険の資格を有している人を条件に集計している。　

港区国民健康保険における所得階層別世帯数及び被保険者数

７人世帯 ８人世帯 ９人世帯６人世帯
１０人世帯

以上
旧ただし
書所得



（年度末現在）

26 27 28 29 30

世帯
４４，７０７

（２１，８５０）

世帯
４４，０８６

（２１，５０３）

世帯
４２，７９２

（２０，８７２）

世帯
４１，８６５

（２０，４７８）

世帯
４０，６８４

（２０，０５４）

一般被保険者数
人

６２，４７３
（２４，１６７）

人
６１，１５５

（２３，８３４）

人
５９，０３７

（２３，２９８）

人
５７，４２６

（２２，９４５）

人
５５，４５６

（２２，４８８）

退職被保険者数
１，０２５
（９３８）

７９９
（７３４）

４７１
（４３０）

２１６
（１９４）

５５
（４４）

計
６３，４９８

（２５，１０５）
６１，９５４

（２４，５６８）
５９，５０８

（２３，７２８）
５７，６４２

（２３，１３９）
５５，５１１

（２２，５３２）

（年度末現在）

26 27 28 29 30

１５５ １３２ １２５ ９７ ６８

（年度末現在）

26 27 28 29 30

１，８８５ ３，１５５ ２，３５９ １，７８５ ９２７

（年度末現在）

26 27 28 29 30

３，５６７ ４，０３１ ３，９２０ ３，１８７ ２，７４９

（年度末現在）

26 27 28 29 30

１６，２１４ １５，３７０ １４，８１９ １３，４１５ １３，１７５

５５，７６６ ５５，９７０ ５４，５１４ ５３，２２３ ５２，３９１

２９．０８％ ２７．４６％ ２７．１８％ ２５．２１％ ２５．１５％

３　短期証発行件数

４　分納相談件数（分納件数）

滞納世帯数

短期証

世帯数

全世帯数

滞納世帯割合

１　加入者数

※（　）内は、介護第２号被保険者を含む世帯又はその被保険者数で内数。

２　資格証発行件数

加入世帯数

加
入
者
数

※各年度末の分納誓約世帯数を計上。

５　滞納者世帯数

　　　　　　　　　　年度
　　区分

参考資料６

過去５年間の基礎データ
（加入者数、資格証発行件数、短期証発行件数、分納相談件数（分納件数）、滞納者世帯数、
差押え件数、保険料減免件数、条例第１９条の２に基づく、７割、５割、２割減額世帯の推移）

資格証

※各年度末の発行世帯数を計上。

※各年度末の発行世帯数を計上。

1



（年度末現在）

26 27 28 29 30

１０８ ２２０ ３２０ ５３１ ４７２

（年度末現在）

26 27 28 29 30

件　　　数 ３８ ３０ ２７ ２３ ４０

事　　　由
在監35、病気
1、
特別事情2

在監26、
収入減2、
特別事情2

在監25、
特別事情2

在監19、
特別事情2
外交1
熊本地震1

在監38、
特別事情2

件　　　数 ３ ３ ３ ３ １

事　　　由

旧緊急時避難
準備区域1、
避難指示区域
2

旧緊急時避難
準備区域1、
避難指示区域
2

旧緊急時避難
準備区域1、
避難指示区域
2

旧緊急時避難
準備区域1、
避難指示区域
2

旧緊急時避難準
備区域1、

＊平成２５年度から、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難者のみが対象。

（年度末現在）

26 27 28 29 30

１４，９６２ １５，３２８ １４，９３６ １４，６４４ １４，５９４

３，１１３ ３，２３６ ３，１６１ ３，１３２ ３，１０５

２，４３５ ２，５４９ ２，４７２ ２，４４２ ２，３８７

２０，５１０ ２１，１１３ ２０，５６９ ２０，２１８ ２０，０８６

２割

計

７割

５割

８　条例第１９条の２に基づく、７割、５割、２割減額世帯の推移

一
般
減
免

東
日
本
大
震
災

件数

６　差押え件数

７　保険料減免件数

2


